
下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地域資源を活用して、菊川地域産品の購買力の向上及び消費拡

大に資する新商品の開発等に要する費用の一部を補助する下関市菊川地域資源活用

事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものと

する。

（定義）

第２条 この要綱において「地域資源」とは、市長が別に定める農林水産物、鉱工業

品、鉱工業品の生産に係る技術及び観光資源をいう。

２ この要綱において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

（１）資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が３００人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種

（次号から第４号までに掲げる業種及び第５号の市長が別に定める業種を除く。）

に属する事業を主たる事業として営むもの

（２）資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が１００人以下の会社及び個人であって、卸売業（第５号の市長が別に定める業

種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

（３）資本金の額又は出資の総額が５,０００万円以下の会社並びに常時使用する従業

員の数が１００人以下の会社及び個人であって、サービス業（第５号の市長が別

に定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

（４）資本金の額又は出資の総額が５,０００万円以下の会社並びに常時使用する従業

員の数が５０人以下の会社及び個人であって、小売業（次号の市長が別に定める

業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

（５）資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに市長が別に定める金額以下の会社

並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに市長が別に定める数以下の会社

及び個人であって、市長が別に定める業種に属する事業を主たる事業として営む

もの

（６）企業組合

（７）協業組合

（８）事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法

律により設立された組合及びその連合会であって、市長が別に定めるもの

（交付対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次条に規定する補助対象事業を実施する中

小企業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。



（１）下関市内に本店又は主たる事業所を有する者

（２）市税に滞納がない者

（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、地域資

源を活用して新商品、パッケージ等（以下「新商品等」という。）の開発、販路開拓

等を行い、菊川地域（下関市役所総合支所設置条例（平成１７年条例第１３号）に

規定する菊川総合支所の所管区域をいう。）の地場産業の振興に寄与する事業とする。

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に２分の１を乗じて得た額（当該額に

１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）以内とし、補助対象事

業１事業当たり２５万円を上限とする。

（事業計画の認定申請）

第７条 第１０条第１項の規定による補助金の交付の申請をしようとする者は、下関

市菊川地域資源活用事業計画認定申請書（様式第１号。以下「認定申請書」という。）

に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出し、補助対象事業に係る事業計

画（以下「事業計画」という。）の認定を受けなければならない。

（１）補助対象事業計画書（様式第１号別紙）

（２）補助対象事業収支予算書（様式第２号）

（３）会社案内等事業概要の確認ができる資料

（４）市税を滞納していないことを証明する資料

（５）その他市長が必要と認める書類

（審査会）

第８条 市長は、事業計画の認定に当たり、その適否について下関市菊川地域資源活

用事業計画認定審査会（以下「審査会」という。）において意見を聴取する。

２ 審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

（事業計画の認定）

第９条 市長は、第７条の規定による認定申請書の提出を受けたときは、前条第１項

の規定により聴取した意見を踏まえ、その適否を決定し、適当であると認めるとき

は、下関市菊川地域資源活用事業計画認定通知書（様式第３号）により当該認定申

請書を提出した者に通知するものとする。

２ 市長は、前条第１項の規定により聴取した意見を踏まえ、事業計画の認定が適当

でないと認めるときは、事業計画を認定しない旨を当該事業計画に係る認定申請書



を提出した者に通知するものとする。

（交付の申請）

第１０条 前条第１項の規定により事業計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」

という。）は、補助金の交付を受けようとするときは、下関市菊川地域資源活用事業

費補助金交付申請書（様式第４号。以下「交付申請書」という。）を市長に提出しな

ければならない。

２ 認定事業者は、第７条の規定により提出した認定申請書の添付書類の記載事項に

変更があったときは、交付申請書に当該変更後の書類を添付しなければならない。

（交付の決定等）

第１１条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合において、その内容を

審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することが適当である

と認めるときは、予算の範囲内において、補助金の交付を決定するものとする。

（交付の条件）

第１２条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）

をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める

ときは、交付決定に条件を付することができる。

（決定の通知）

第１３条 市長は、交付決定をしたときは、下関市菊川地域資源活用事業費補助金交

付決定通知書（様式第５号）により当該交付決定に係る認定事業者に通知するもの

とする。

２ 市長は、第１１条の規定による審査により、補助金の交付が適当でないと認める

ときは、補助金を交付しない旨を当該補助金の交付の申請をした認定事業者に通知

するものとする。

（補助対象事業の推進）

第１４条 交付決定を受けた認定事業者（以下「補助事業者」という。）は、適切に補

助対象事業を推進しなければならない。

（申請の取下げ）

第１５条 補助事業者は、第１３条第１項の規定による通知を受けた後に補助対象事

業を中止し、又は廃止しようとするときは、下関市菊川地域資源活用事業費補助金

中止等承認申請書（様式第６号）により当該補助対象事業に係る補助金の交付の申

請を取り下げることができる。

２ 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る交付決定は、な

かったものとみなす。

（補助対象事業の変更に係る承認の申請等）

第１６条 補助事業者は、補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分を変更しよう



とするときは、あらかじめ、下関市菊川地域資源活用事業費補助金変更承認申請書

（様式第７号）に補助対象事業変更計画書（様式第７号別紙）を添付し、これを市

長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、市長が当該変更を軽微

な変更と認めるときは、この限りでない。

２ 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事

業の実施が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助対象事業の実施

の状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

３ 市長は、第１項の申請書又は前項の書類の提出を受けた場合には、交付決定を取

り消し、又はその交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができ

る。

４ 前項の場合においては、第１３条の規定を準用する。

（実績報告）

第１７条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算し

て２０日を経過した日又は第１３条第１項の規定による通知のあった日が属する年

度の末日のいずれか早い日までに、下関市菊川地域資源活用事業費補助金実績報告

書（様式第８号。以下「実績報告書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、これ

を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認める

書類については、これを省略させることができる。

（１）補助対象事業実績報告書（様式第８号別紙）

（２）補助対象事業収支精算書（様式第９号）

（３）補助対象事業の成果を説明する資料

（４）補助対象事業により完成した新商品等の写真

（５）その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第１８条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を

審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めるときは、交付す

べき補助金の額を確定し、下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付確定通知書（様

式第１０号）により当該補助事業者に通知するものとする。

（是正のための措置）

第１９条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につい

て、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示す

ることができる。

２ 第１７条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助対象事業について準

用する。



（補助金の交付請求）

第２０条 第１８条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けよ

うとするときは、下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付請求書（様式第１１号。

以下「請求書」という。）を市長に提出しなければならない。

（補助金の交付）

第２１条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審

査し、適当であると認めるときは、補助事業者に当該請求額を交付するものとする。

（関係書類の整備等）

第２２条 補助事業者は、補助対象事業の実施状況及び経費の収支に関する帳簿その

他関係書類（市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。）を整備し、当該補助対象

事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間これを保管しな

ければならない。

（交付決定の取消し及び補助金の返還）

第２３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事

業に係る交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

（２）補助金を他の用途に使用したとき。

（３）交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に

従わなかったとき。

（４）この要綱の規定に違反したとき。

（５）不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。

（６）その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定め

てその返還を命ずるものとする。

３ 前２項の規定は、第１８条の規定による補助金の額の確定があった後においても

適用する。

（財産の処分の制限）

第２４条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、

市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相

当する金額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限り

でない。

（質問等）

第２５条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問を行い、報告



を求め、若しくは補助対象事業の実施に関し必要な指示を行い、又は第２２条の帳

簿その他関係書類を検査することができる。

（補助金の流用の禁止）

第２６条 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。

（その他）

第２７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年５月３１日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和８年度以

前の予算に係る補助金（同年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含

む。）の取扱いについては、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。



別表（第５条関係）

備考

１ 賃金は、補助対象経費の合計額（以下「合計額」という。）が５０万円以

上の場合にあっては２５万円を上限とし、合計額が５０万円未満の場合にあ

っては当該合計額の２分の１の額を上限とする。

２ 機械・設備等費は、新商品の開発等に必要不可欠なもの（購入金額の総額

が１０万円を超えないものに限る。）で、かつ、合計額の２分の１の額を上

限とする。

３ 委託・外注費は、合計額が５０万円以上の場合にあっては２５万円を上限

とし、合計額が５０万円未満の場合にあっては当該合計額の２分の１の額を

上限とする。

４ 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。

５ この表に掲げる経費に該当するものであっても、市長が販売に要する経費

と認めるものについては、補助対象経費としない。

６ 補助対象経費に該当する経費であっても、本市の他の補助制度の適用を受

けた場合であって、当該補助制度の補助の対象となる経費と重複するものに

ついては、補助対象経費としない。

７ 補助対象事業において、国庫補助金等本市以外の他の補助金・助成金等の

交付決定を受けた場合は、当該交付決定を受けた補助金・助成金等の額を除

いた額を補助対象経費とする。

区 分 内 容

謝 金
新商品等の開発、販路開拓等に関する専門家（以下「専門家」

という。）に支払う謝金

旅 費 専門家及び従業員に支給する旅費

賃 金 賃金（パート・アルバイトに支給するものに限る。）

事 業 費

原材料費、機械・設備等費、委託・外注費、産業財産権等取

得費、展示会出展料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、

通信運搬費、広告宣伝費、手数料、使用料及び消耗品費



様式第１号（第７条関係）

年 月 日

（宛先）下 関 市 長

住 所

申 請 者 名 称

代表者名

下関市菊川地域資源活用事業計画認定申請書

下関市菊川地域資源活用事業費補助金に係る事業計画について認定を受けたいので、

下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付要綱第７条の規定により、次の関係書類を

添えて申請します。

関係書類

１ 補助対象事業計画書（様式第１号別紙）

２ 補助対象事業収支予算書（様式第２号）

３ 会社案内等事業概要の確認ができる資料

４ 市税を滞納していないことを証明する資料

５ その他市長が必要と認める書類



（様式第１号別紙）

補 助 対 象 事 業 計 画 書

１ 事業者名等

２ 総括表

事業者名 代表者名

担当者名 Ｔ Ｅ Ｌ

E - m a i l Ｆ Ａ Ｘ

所 在 地

設立年月日 年 月 日 資 本 金 千円

従業員数 売上高（直近） 千円

業 種 業務内容

補助対象事業名

地域資源名

事 業 概 要

事業実施期間 年 月 ～ 年 月

・総事業額及び補助金申請予定額

総事業額 円 補助金申請予定額 円

・補助対象経費（内訳）

補助対象経費 金 額（円） 比 率 説明・積算内訳

謝 金

旅 費

賃 金

事

業

費

原 材 料 費

機械・設備等費

委 託 ・ 外 注 費

産業財産権等取得費

諸 費 （ 庁 費 ）

そ の 他

合 計 １００％

備考
１ 総事業額及び補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いて
記入すること。
２ 補助金申請予定額は、１,０００円未満の端数を切り捨てて記入する
こと。



３ 事業内容

（１）事業目標

（２）具体的事業内容

（３）市場性（ニーズ、市場規模、販売方法、販売ルート、ターゲット及び価格）

（４）新規性・競争力（新たな発想、工夫及び独自性・優位性）

（５）予想される課題と対策

（６）生産・供給体制

（原料調達）

（生産体制）



（７）事業計画に係る商品・役務の売上収支計画 （単位：千円）

１年目

（ 年 月期）

２年目

（ 年 月期）

売上高

うち域外

（売上計画の内訳） （単位：個、千円）

商 品 ・ 役 務 名
１年目

（ 年 月期）

２年目

（ 年 月期）

生産数量

売上数量

売 上 高

生産数量

売上数量

売 上 高

生産数量

売上数量

売 上 高

生産数量

売上数量

売 上 高

（８）事業を実施する際の連携体制

（９）事業実施スケジュール



様式第２号（第７条関係）

補助対象事業収支予算書

（ 年 月 ～ 年 月分）

１ 収入の部

２ 支出の部

備考

１ 総事業額及び補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いて記入

すること。

２ 総事業額及び補助対象経費は、補助対象事業計画書（様式第１号別紙）の

「２ 総括表」の金額と一致すること。

経費区分 総事業額（円） 備 考

補 助 金

借 入 金

自己資金

そ の 他

計

経 費 区 分 総事業額（円）
補助対象経費

（円）

補助対象経費の

説明・積算内訳

謝 金

旅 費

賃 金

事

業

費

原 材 料 費

機械・設備等費

委 託 ・ 外 注 費

産業財産権等取得費

諸 費 （ 庁 費 ）

そ の 他

計



様式第３号（第９条関係）

第 号

年 月 日

申請者氏名

下 関 市 長 印

下関市菊川地域資源活用事業計画認定通知書

年 月 日付け下関市菊川地域資源活用事業計画認定申請書にて提出

があった事業計画について、下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付要綱第８条第

１項に規定する審査会の意見を踏まえ、審議・検討を行い、下記のとおり本事業の事

業計画として認定したので、同要綱第９条第１項の規定により通知します。

記

１ 補助対象事業名

２ 事業実施期間

３ そ の 他



様式第４号（第１０条関係）

年 月 日

（宛先）下 関 市 長

住 所

申 請 者 名 称

代表者名

下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付申請書

下関市菊川地域資源活用事業費補助金の交付を受けたいので、下関市菊川地域資源

活用事業費補助金交付要綱第１０条第１項の規定により、下記のとおり申請します。

記

１ 補助対象事業名

２ 総 事 業 額 円

３ 補助対象経費 円

４ 補助金の交付申請額 円

５ 添 付 書 類（認定申請書に添付した書類のうち、変更があったもの）



様式第５号（第１３条関係）

第 号

年 月 日

申請者氏名

下 関 市 長 印

下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった下関市菊川地域資源活用事業費補助金

の交付について、下記のとおり交付を決定したので、下関市菊川地域資源活用事業費

補助金交付要綱第１３条第１項の規定により通知します。

記

１ 補助金の交付決定額 円

２ 交 付 条 件

（１）補助金を補助対象事業以外の用途に使用しないこと。

（２）補助対象事業完了後、下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付要綱第１７条

の規定により実績報告を行うこと。

（３）提出書類に虚偽事項の掲載があったとき、補助金の交付に関し不正があったと

き、その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたときは、補助金の

交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若し

くは一部を返還させることがある。



様式第６号（第１５条関係）

年 月 日

（宛先）下 関 市 長

住 所

申 請 者 名 称

代表者名

下関市菊川地域資源活用事業費補助金中止等承認申請書

年 月 日付け 第 号で交付決定の通知があった下関市菊

川地域資源活用事業費補助金に係る補助対象事業を下記の理由により
中止

廃止 したい

ので、下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付要綱第１５条第１項の規定により、

承認を申請します。

記

１ 中止（廃止）する補助対象事業名

２ 理由

３ 中止の期間（廃止の時期）



様式第７号（第１６条関係）

年 月 日

（宛先）下 関 市 長

住 所

申 請 者 名 称

代表者名

下関市菊川地域資源活用事業費補助金変更承認申請書

年 月 日付け 第 号で交付決定の通知があった下関市

菊川地域資源活用事業費補助金に係る補助対象事業を別紙（様式第７号別紙）のとお

り変更したいので、下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付要綱第１６条第１項の

規定により、承認を申請します。



（様式第７号別紙）

補助対象事業変更計画書

１ 補助対象事業名

２ 事業内容の変更点とその理由

（変更前と変更後が明確にわかるように記載すること。）

３ 経費の配分

備考

１ 補助対象事業の内容の変更のみで、経費の配分に変更が生じないときは、この

表の作成は必要としない。

２ 総事業額及び補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いて記入する

こと。

（１）事業内容の変更点

（２）事業内容を変更する理由

経 費 区 分
総事業額（円）

補助対象経費

（円） 説明・積算内訳

変更前 変更後 変更前 変更後

謝 金

旅 費

賃 金

事

業

費

原 材 料 費

機械・設備等費

委 託 ・ 外 注 費

産業財産権等取得費

諸 費 （ 庁 費 ）

そ の 他

計



様式第８号（第１７条関係）

年 月 日

（宛先）下 関 市 長

住 所

申 請 者 名 称

代表者名

下関市菊川地域資源活用事業費補助金実績報告書

年 月 日付け 第 号で交付決定の通知があった下関市菊

川地域資源活用事業費補助金について、補助対象事業を完了したので、下関市菊川地

域資源活用事業費補助金交付要綱第１７条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 補助対象事業名

２ 交 付 決 定 額 円

３ 補助対象経費の額 円

（実績額）

４ 事業完了年月日 年 月 日

５ 添付書類

（１）補助対象事業実績報告書（様式第８号別紙）

（２）補助対象事業収支精算書（様式第９号）

（３）補助対象事業の成果を説明する資料

（４）補助対象事業により完成した新商品等の写真

（５）その他市長が必要と認める書類



（様式第８号別紙）

補 助 対 象 事 業 実 績 報 告 書

（１）事業実施期間

開始日 年 月 日

終了日 年 月 日

（２）事業内容

（３）実施結果

（４）今後の事業化に向けた計画及び課題



様式第９号（第１７条関係）

補助対象事業収支精算書

（ 年 月 ～ 年 月分）

１ 収入の部

２ 支出の部

備考

１ 総事業額及び補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いて記入する

こと。

２ 補助対象事業を委託（外注）したときは、補助対象経費の説明・積算内訳欄に

当該委託（外注）先を記入すること。

経費区分 総事業額（円） 備 考

補 助 金

借 入 金

自己資金

そ の 他

計

経 費 区 分 総事業額（円）
補助対象経費

（円）

補助対象経費の

説明・積算内訳

謝 金

旅 費

賃 金

事

業

費

原 材 料 費

機械・設備等費

委 託 ・ 外 注 費

産業財産権等取得費

諸 費 （ 庁 費 ）

そ の 他

計



様式第１０号（第１８条関係）

第 号

年 月 日

申請者氏名

下 関 市 長 印

下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付確定通知書

年 月 日付けで実績報告のあった下関市菊川地域資源活用事業費補

助金に係る補助対象事業について、下記のとおり補助金額を確定したので、下関市菊

川地域資源活用事業費補助金交付要綱第１８条の規定により通知します。

記

１ 補 助 対 象 事 業 名

２ 補助金の交付決定額 円

３ 補助金の交付確定額 円



様式第１１号（第２０条関係）

年 月 日

（宛先）下 関 市 長

住 所

申 請 者 名 称

代表者名

下関市菊川地域資源活用事業費補助金交付請求書

年 月 日付け 第 号で交付額の確定の通知があった下関

市菊川地域資源活用事業費補助金について、下関市菊川地域資源活用事業費補助金交

付要綱第２０条の規定により、下記のとおり請求します。

記

１ 補助対象事業名

２ 請 求 額 円

３ 振 込 先 金融機関名及び支店名

預 金 種 別

口 座 番 号

口 座 名 義 人
（ フ リ ガ ナ ）


